
 
青森県における男女共同参画の現状 

（令和７年度版「青森県の男女共同参画の現状と施策」より抜粋） 

 

１ 政策・方針決定過程への女性の参画状況 

（１）県議会・市町村議会の女性議員の状況（各年12月31日現在） ＜p2 参照＞ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「地方公共団体の議会の議員及び長の所属党派別人員調」 

 



（２）審議会等における女性の登用状況（各年4月1日現在） ＜p3～4 参照＞ 

県の審議会等における女性委員の割合 

 

 

 

市の審議会等における女性委員の割合       町村の審議会等における女性委員の割合 

 
         資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

県民活躍推進課 

 

 

（３）県における女性管理職の登用状況 

令和７年４月１日現在の女性管理職（知事部局、各種委員会、病院局、教育庁、警察の課長相当職 

以上に就く者）における女性比率（各年４月１日現在） ＜p4 参照＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

                     県民活躍推進課 

 

 

 

資料：県民活躍推進課 

※「全国平均」は政令指定都市を除く。 

 



 

２ 仕事と生活の調和や雇用等に関する状況 

（１）男性の家事・育児等への参画状況（６歳未満の子どもがいる場合の家事・育児関連時間）＜p12 参照＞ 

 

                     資料：総務省「社会生活基本調査」 

 

（２）女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定状況（令和７年３月31日現在） ＜p13 参照＞ 

 

    
資料：厚生労働省「女性活躍推進法に係る一般事業主行動計画策定届出状況」 

 

３ 農林水産業等における状況 

（１）家族経営協定締結農家数（各年３月31日現在） ＜p14 参照＞ 

 
    資料：農林水産政策課 

 

（２）農山漁村女性の登用状況及びリーダー等の育成状況（各年４月１日現在） ＜p14 参照＞ 

ダー」を意味する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※（ ）は女性比率。                                      資料：農林水産政策課 

※「ＶｉＣ・ウーマン」とは、Village Conductor of Womanの略称で、「地域のよりよい『農林水産業とくらし』を 

指揮するリーダーを意味する。 

 

 



（３）農山漁村女性の起業等の状況（各年３月31日現在） ＜p15 参照＞ 

    
 資料：農林水産政策課 

（４）農業、商工分野における女性役員等の状況（各年４月１日現在） ＜p16 参照＞ 

    
資料：各課調べ（構造政策課 団体経営改善課 経済産業政策課） 

 

４ 地域社会における状況 

（１）消防団員に占める女性団員の割合（各年４月１日現在） ＜p17 参照＞

 

                                           資料：消防保安課 

 

（２）自治会長に占める女性の割合（平成31年～令和４年：４月１日現在、令和５～７年：７月１日現在） 

＜p17 参照＞ 

  

 

        資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

                 県民活躍推進課 

 

 

 

 

 
資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」 

県民活躍推進課 

 

 

 

 



 

５ 女性に対する暴力の状況 

（１）配偶者暴力相談支援センターにおけるＤＶ相談件数（各年３月31日現在） ＜p18 参照＞ 

 
                                         資料：こどもみらい課 内閣府 

 

（２）警察におけるＤＶ相談取扱状況 ＜p18 参照＞ 

 
資料：警察本部人身安全対策課 警察庁 

 

（３）あおもり性暴力被害者支援センターに寄せられた相談総数等 ＜p19 参照＞ 

 

資料：県民活躍推進課 

 

 




